
 

第 21 回 新潟県介護支援専門員実務研修受講試験（ご案内） 

 この試験は、介護支援専門員になるために必要な実務研修の受講を希望する方に対して、事前に介

護保険制度や要介護認定等に関する専門知識を有していることを確認するために行われるものです。

平成 16年度から新潟県の指定を受け、社会福祉法人新潟県社会福祉協議会が実施しています。 
 

受験資格 

次の１～５の業務に従事した期間が通算して５年以上、かつ、当該業務に従事した日数が 900 日以

上である者 

 

１．法定資格保有者 

下記資格の登録日又は免許交付日以降、当該資格に基づく直接的な対人援助業務に従事した期間 

≪医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福

祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧

師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士≫ 
 
２．生活相談員 

生活相談員として、（地域密着型）介護老人福祉施設・（地域密着型）特定施設入居者生活介護（介

護予防を含む）において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助業務に従事した期間 
 
３．支援相談員 

支援相談員として、介護老人保健施設において、要介護者等の日常生活の自立に関する相談援助

業務に従事した期間 
 
４．相談支援専門員 

障害者総合支援法第５条第 18項及び児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する事業の従業者と

して従事した期間 
 
５．主任相談支援員 

生活困窮者自立支援法第２条第２項に規定する事業の従事者として従事した期間 

 

（注１） 介護保険法施行規則及び介護支援専門員実務研修受講試験事業実施要綱の一部改正によ

る受験要件の見直しに伴い、上記以外の受験要件は認められませんので、留意してください。 

（注２）今回の試験では、受験申込者の方全員から、実務経験証明書を提出していただく必要がありま

す。期限に間に合うよう、早めの対応をお願いします。 

（過去の受験票や結果通知書があっても、実務経験証明書の提出を省略することはできません。） 

試験内容 ・介護支援分野  ・保健医療サービス分野  ・福祉サービス分野  

試験日 平成３０年１０月１４日（日） 午前１０時 試験開始 

「手引き」配付期間 平成３０年６月１８日（月） ～ ７月１３日（金） 

申込受付期間 平成３０年６月１８日（月） ～ ７月１３日（金） ※ 簡易書留による郵送のみ受付  当日消印有効 

申込み方法 

次のいずれかで「受験の手引き」を入手し、指定の用紙により申し込んでください。 

 

《窓口での配付》 

・新潟県内の全市町村社会福祉協議会または新潟県社会福祉協議会(試験等実施本部)の窓口 

《郵送希望の場合》 

・封筒の表左側に｢受験の手引○部請求｣と朱書きし、Ａ４版の入る定形外の返信用封筒(角２封 

筒 240×332 ㎜)を同封して、試験等実施本部まで請求してください。 

返信用封筒には切手を貼付し、郵便番号、住所、氏名を明記してください。 

貼付切手……１部請求 ２５０円     ２部請求 ３８０円 

３部請求 ５７０円     ４部以上請求の場合は、ご相談ください。 

試験会場 新潟県立看護大学、新潟工科大学、新潟青陵大学、新潟医療福祉大学 

受験料 ８，７００円 

問い合わせ先 

〒９５０－８５７５ 新潟市中央区上所２丁目２番２号  新潟ユニゾンプラザ ３階 

新潟県介護支援専門員実務研修受講試験等実施本部(社会福祉法人新潟県社会福祉協議会内) 

(電話)０２５－２８１－５５２６  (Web)http://www.fukushiniigata.or.jp 

受付時間：平日の９：００～１２:００、１３：００～１７：００(土･日･祝日は除く) 

 


